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広
告
欄

議
会
懇
談
会
の
お
知
ら
せ

一
部
損
壊
住
家
修
理
金
の
申
請

期
限
の
延
長
に
つ
い
て

被
災
者
住
み
替
え
支
援
金
の
申

請
に
つ
い
て

令
和
２
年
度
（
第
１
回
）
北
海

道
警
察
官
採
用
試
験
に
つ
い
て

　
日
頃
か
ら
感
じ
て
い
る
こ
と
や

疑
問
に
思
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、

議
員
と
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
話
し

合
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。
お
誘
い
合

わ
せ
の
う
え
、
お
気
軽
に
お
越
し

く
だ
さ
い
。

日
程

　
３
月
24
日
㈫　
18
時
30
分
～

追
分
公
民
館
、
安
平
公
民
館

　
３
月
25
日
㈬　
18
時
30
分
～

早
来
公
民
館
、
遠
浅
公
民
館

問
合
せ　
議
会
事
務
局

☎
㉖
２
７
０
０

　
一
部
損
壊
住
家
修
理
金
に
つ
い

て
、
申
請
期
限
を
延
長
し
ま
す
。

申
請
期
限　
９
月
30
日
㈬
ま
で

対
象　
平
成
30
年
９
月
６
日
時
点

で
居
住
し
て
い
た
「
一
部
損
壊
」

の
判
定
を
受
け
た
住
家
を
修
理
し

た
世
帯
主

※
一
度
、
申
請
さ
れ
た
方
は
対
象

に
な
り
ま
せ
ん

必
要
書
類　

り
災
証
明
書
、
通

帳
、
身
分
証
明
書
、
領
収
書

窓
口　
総
務
課
（
総
合
庁
舎
）
、

住
民
サ
ー
ビ
ス
課
（
総
合
支
所
）

問
合
せ　
総
務
課
復
興
・
生
活
再

建
支
援
室　
　
　
☎
㉒
２
５
１
１

　
被
災
者
住
み
替
え
支
援
金
の
申

請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
下
表

に
該
当
す
る
方
は
、
お
忘
れ
に
な

ら
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限　
令
和
３
年
３
月
31
日

㈬
ま
で

窓
口　

総
務
課
（
総
合
庁
舎
）、

住
民
サ
ー
ビ
ス
課
（
総
合
支
所
）

問
合
せ　
総
務
課
復
興
・
生
活
再

建
支
援
室　
　
　
☎
㉒
２
５
１
１

受
付
期
間　
４
月
８
日
㈬
ま
で

対
象　
昭
和
63
年
４
月
２
日
か
ら

平
成
15
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
者

試
験
区
分　
Ａ
区
分
：
学
校
教
育

法
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除

く
）
を
卒
業
し
た
者
（
令
和
３
年

３
月
末
日
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の

者
を
含
む
）、
Ｂ
区
分
：
Ａ
区
分
以

外
の
者
（
学
校
教
育
法
に
よ
る
高

等
学
校
に
在
学
中
の
者
を
除
く
）

一
次
試
験　
５
月
16
日
㈯

問
合
せ　
苫
小
牧
警
察
署
警
務
課

☎
０
１
４
４
㉟
０
１
１
０

対象 支給額
新築・中古住宅購入 半壊以上の被害を受け町内に新築または中

古住宅を購入した方 上限100万円

自宅修理 半壊以上の被害を受け自宅を修理した方 上限20万円

賃貸住宅への転居
応急仮設住宅等に居住していた方で町内の
賃貸住宅へ転居された方
※災害救助法適用期限までの期間（応急仮
設住宅等の入居から２年間）に限る

１世帯当たりの人数に対する
１か月当たりの家賃
１人：上限７万円
２～４人：上限９万３千円
５人以上：上限11万１千円

引越し
半壊以上の被害を受けた方または長期避難
指示区域に居住していた方で町外から町内
へ引越した場合

上限10万円

申告書は、自分で作成して、お早めに！
　令和元年分の所得税及び復興特別所得税並びに贈与税の確定申告書の提出期限は３月16日㈪、消費
税及び地方消費税（個人事業者）の確定申告書の提出期限は３月31日㈫です。
　確定申告書は、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）の「確定申告書等作成コーナー」
で作成し、e‒Tax（電子申告）をご利用ください。
　申告相談会場等で発行された「ID・パスワード方式の届出完了通知」をお持ちの方は、スマート
フォン等からe‒Taxによる申告書等のデータ送信が可能です。
　なお、作成済みの確定申告書は郵送等により税務署に提出してください。
問合せ　苫小牧税務署（苫小牧市旭町３丁目４番17号）　☎ 0144 ㉜ 3165 ※自動音声でご案内します




